
給食の停止の申請の例 

 

給食を停止する３日前までに申請してください。 



 

三原市立以外の学校に転校 

プルダウンから通っている学校を

選択してください。 

欠席は、学校給食費の調整の対象となるもの（学校休業日を除く

連続して５日以上欠席する場合）を届け出てください。 

＋を押すと行を増やせます。 

同じ学校に通う子どもは、一度に申請することが

できます。 

給食の再開日がわからない場合は、空欄のままでかまいません。 

給食再開日が空欄の場合や、申請した給食再開日より前に給食を再開

する場合は、給食の再開の手続きをしてください。 

申請した給食再開日より後に給食を再開する場合は、もう一度給食の

停止の申請をしてください。 


